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今年も、年に一度の労働保険の申告（年度更新）を行う時期となりました。 

労働保険料の前年度の確定保険料の調整分と今年度の概算保険料を併せて申告、納付を行います。

今年度は 6 月１日（金）から 7 月 10 日（火）までの間に、都道府県労働局・労働基準監督署で手

続を行います。労働保険料は、原則として、4 月 1 日～翌年 3 月 31 日までに確定した賃金総額に

保険料率（労災保険率、雇用保険率、拠出金率）を乗じた額となります。 

 

 

 

 

  

 

 

2018 年 4 月 27 日、第 13 回プレミアムフライデーセミナー「～新入社員のための～働くという

こと」を東京オフィスセミナールームにて開催いたしました。 

セミナーではまず、「入社１年目の働くということ」について、3 人のレンガ職人の話を参考にあ

なたはどの職人になりたいかを問いかけました。続いて、「入社１年目のビジネスマナー」について、

新入社員にも知って欲しい「社会人・職場の常識」について説明しました。中でも第一印象の重要

性については、日頃よくある労務相談からの具体例を交えてお話させていただきました。 

最後に「給与明細書から何がわかる」として、給与明細書の見方、社員一人のため企業が準備し

ていることや社会保険制度の内容についてお話いたしました。これらは、代表の出口裕美が約 10

年前から大学生に向けてセミナーをしてきた内容の新入社員版でもあります。 

新規学卒就職者の就職後３年以内の離職率は大学卒で３割、高校卒で４割、中学卒で６割を超え

ています。採用 1 人当たりの費用は約 50～60 万円です。教育費用も必要です。新入社員が安心し

て働けるように、大切に育てたいと考えている企業のお役に立てれば幸いです。 
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労働保険の年度更新の手続きがはじまります！ 

プレミアムフライデーセミナー ～新入社員のための～働くということ 

６月初旬頃、労働局より労働保険申告書（緑色の封筒）が届きますので、 

弊所宛にお送りくださいますようお願いいたします。 

賃金台帳から労働保険料を算出しますが、賃金台帳に含まれていな

い臨時アルバイト、出向者等がいる場合はご連絡ください！ 

※労働保険事務組合にご加入の企業様につきましてはスケジュー

ルも申告方法も異なりますので、別途ご案内いたします 
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雇用保険の手続きにおけるマイナンバーの利用は、マイナンバーの利用が開始された平成

28年1月より義務化されています。マイナンバーの利用について厳格な管理が求められる一方、

これまではマイナンバーを記載せずに届出を行ったときでも書類が受理されること等の理由

から、雇用保険の届出においてマイナンバーを記載せずに行うことも多くありました。今後、

マイナンバーの届出が強化されるため、その内容を確認しておきましょう。

強化される
雇用保険のマイナンバーの届出

社会保険情報

1.マイナンバーの記載が
必要になる届出等

2.平成30年5月からの取扱い

従業員からマイナンバーを取得する際は、なりすまし防止のため正しいマイナンバーであ

ることを確認する「番号確認」と、マイナンバーの正しい持ち主であることを確認する「身

元（実在）確認」が必要です。制度開始から2年以上が経過していることもあり、これらの

確認が不十分になってきているケースもあるかと思います。この機会に、再度、適した方法

になっているか振り返っておきましょう。
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雇用保険の届出等でマイナンバーの記載が

必要なものは以下の5つとなります。

これらについては、届出等の都度、マイナ

ンバーを記載することが原則となりますが、

既にマイナンバーを他の届出等の際に届け出

ているときには、マイナンバーの記載を省略

できることになっています。

次に、届出等にマイナンバーの記載欄はな

いものの、マイナンバーが未届けのときに

「個人番号登録・変更届」を添付することに

よりマイナンバーの届出を行うものとして、

次の4つがあります。

これらに関しても、既にマイナンバーを他

の届出等の際に届け出ているときには、「個

人番号登録・変更届」の添付は不要です。

雇用保険の届出等は、届出等をした内容に

記入漏れや添付書類の不足等、補正の必要が

あると判断されたものについては受理されず、

届出をした事業主に対し一旦、返戻される

（差し戻しされる）ことがあります。これま

で、マイナンバーが記載されていない届出等

について返戻されることはありませんでした

が、平成30年5月からは返戻されることになり

ました。

なお、①～⑤の届出等をする際で、既にマ

イナンバーを届け出ている場合には、「マイ

ナンバー届出済」と届出等の欄外等に記載す

ることになっています。今後、最新情報が出

される可能性もありますので、手続きの際に

は確認するようにしましょう。

①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③⾼年齢雇用継続給付⽀給申請（初回）
④育児休業給付⽀給申請（初回）
⑤介護休業給付⽀給申請

⑥雇用保険被保険者転勤届
⑦雇用継続交流採用終了届

⑧⾼年齢雇用継続給付⽀給申請
（2回目以降）

⑨育児休業給付⽀給申請（2回目以降）
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【ワンポイントアドバイス】
1. 管理監督者は労働基準法の労働時間や休憩、休日等の規定は適用されないが、深夜労働

に対する割増賃金の支払いや年次有給休暇については対象となる。

2. 現在審議中の働き方改革関連法案では、管理監督者の労働時間の把握について法律に規

定する方向で検討されている。
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このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長と
の会話形式で、分かりやすくお伝えします。

管理監督者の
労働時間把握の必要性

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

2018.5

一般の従業員の労働時間の把握については、その方法も含め厳密に行うよう決められて
いますが、管理監督者については、労働時間の把握や管理をしなくても問題ないので
しょうか？

総務部長
管理監督者は労働基準法の労働時間や休憩、休日等の規定が適用されません。そのため、
厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン（平成29年1月20日策定）」でも、ガイドラインの適用対象者から除かれて
います。一方で管理監督者であっても、深夜労働（22時から翌日5時まで）に対する割増
賃金は支払う必要がありますし、年次有給休暇も付与され取得できますので、出退勤や
労働時間について何らかの管理が必要になります。

社労士
なるほど。それでは、深夜に実際に働いた分と、年次有給休暇を取得する日について申
請してもらう形でよいのでしょうか？

そうですね。以前は、管理監督者とされる者が時間外の割増賃金の支払い対象になるか
否かということのみに高い関心が集まっていました。その状況も変わり、現在、国会に
提出されている「働き方改革関連法案」では、管理監督者も含む全労働者について労働
時間の把握は客観的な方法その他適切な方法によらなければならない旨を法律に規定す
る方向で動いています。

弊社も働き方改革のひとつとして、時間外労働の削減に取り組んでいますが、そのしわ寄
せが管理監督者にいっている感じもします。そのため、今後、労働時間の把握や管理が強
化されることを想定して、適切な管理方法を推進していこうと思います。

労働基準法上の管理となると、確かにその2点になりますが、管理監督者は労働安全衛生
法が規定する長時間労働者への医師による面接指導の対象者になっています。ここでの
長時間労働者とは、1ヶ月100時間を超える時間外・休日労働をした労働者（※）を指し
ますので、管理監督者についても安全衛生（健康管理）の観点からは、何らかの形で労
働時間の把握や管理が必要になります。

確かに管理監督者であっても労働者であり、それ以前に1人の人間であることを考える
と、健康管理には配慮が必要ですね。

※1ヶ月80時間を超える時間外・休日労働をした労働者は努力義務
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65歳超の雇用促進、
男性の育児休業取得支援などに
活用できる助成金

助成金情報

今年度も助成金制度の見直しが行われ、65歳を超えて従業員を雇用する企業や、育児と仕事

との両立を図っていく企業などに助成金制度が設けられています。そこで、今回は、それらに

関係した2つの助成金制度を取り上げます。

1.65歳超雇用推進助成金
（65歳超継続雇用促進コース）

今後、企業の中でこうした取組みの予定があれば、助成金を活用したいものです。なお、

助成金には様々な要件が設けられているため、事前に確認しておきましょう。

※この情報は平成30年3月28日時点の情報に基づいて作成しています。

2018.5

2.両立支援等助成金
（出生時両立支援助成金）

65歳超継続雇用促進コースとは、65歳以上

への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者

全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の

いずれかの措置を導入し、実際にこの措置の

適用を受ける60歳以上の被保険者がいる場合

に支給される助成金です。支給額は下表1、2

のとおりで、ともに白抜き部分が今年度にお

いて変更となり、60歳以上の被保険者数が2

人以下であれば支給額が減額、10人以上であ

れば支給額が増額となりました。

また、今年度より支給要件が追加されてお

り、高年齢者雇用推進員の選任に加え、高年

齢者雇用管理に関する措置を実施する必要が

あります。例えば、職業能力の開発及び向上

のための教育訓練、作業施設・方法の改善な

どを実施することがこれに該当します。

出生時両立支援助成金とは、男性が育児休

業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行

い、一定期間の連続した育児休業を取得させ

た事業主に支給される助成金です。女性の就

業を後押しするために男性の育児参加が必要

なこともあり、今回、拡充が行われました。

具体的には、助成金の支給要件のうち、過去

3年以内に男性の育児休業取得者がいないこ

と、という要件が廃止されました。

また、支給は1年度に1人までとされていま

したが、今年度より10人まで（ただし、既に

育児休業取得実績のある企業においては初年

度9人まで）となり、下表3の支給額となりま

した。また2人目以降については、育児休業

期間の取得日数に応じて支給額が増額される

仕組みとなっています。

なお、生産性の向上が認められる場合には

支給額の加算があります。

措置内容
60歳以上の
被保険者数 （5歳未満） （5歳）（5歳未満）（5歳以上）

1〜2⼈ 10万円 15万円 15万円 20万円 20万円
3〜9⼈ 25万円 100万円 30万円 120万円 120万円

10⼈以上 30万円  150万円 35万円 160万円 160万円

表1　 65歳以上への定年引上げ・定年の定めの廃⽌の場合の⽀給額

定年の定めの
廃⽌

66歳以上に引上げ65歳まで引上げ 

措置内容
60歳以上の
被保険者数 （4歳未満）  （4歳） （5歳未満） （5歳以上）

1〜2⼈ 5万円 10万円 10万円 15万円 
3〜9⼈ 15万円 60万円 20万円 80万円

10⼈以上 20万円 80万円 25万円 100万円 
いずれも( )は引上げ幅

表2　希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度導⼊の場合の⽀給額

70歳以上66〜69歳まで
中小企業 中小企業以外
57万円 28.5万円

 5日以上14日未満 14.25万円 ー
 14日以上1ヶ月未満 23.75万円 14.25万円

1ヶ月以上(※) 33.25万円 23.75万円
2ヶ月以上 ー 33.25万円

※中小企業以外は2ヶ月未満

2
⼈
目
以
降

1⼈目

表3　両⽴⽀援等助成⾦（出⽣時両⽴⽀援助成⾦）の⽀給額
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